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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多糖誘導体の粒子並びに少なくとも一種の合成ポリマーの粒子を含む粒子組成物におい
て、
１．粒子が複数の固相を含み、
２．合成ポリマーの固相が多糖誘導体の固相中に含まれており、かつ
３．多糖誘導体がセルロースエーテルであり、かつ合成ポリマーがポリアクリルアミドで
あることを特徴とする粒子組成物。
【請求項２】
　多糖誘導体の粒子並びに少なくとも一種の合成ポリマーの粒子を含む粒子組成物の製造
方法において、多糖誘導体がセルロースエーテルであり、かつ合成ポリマーがポリアクリ
ルアミドであり、かつ
Ａ）３０～８０質量％の含水率を有する水で湿った多糖誘導体に、一種以上の合成ポリマ
ーを未溶解の形態で、乾燥した多糖誘導体に対して０．０１～２５質量％の全量で添加し
、かつ
Ｂ）この混合物を均質化装置内で、この工程段階で添加した水の不在又は存在下で塊状物
に加工し、かつ
Ｃ）生じた塊状物を粉砕、そして乾燥させるか又は先ず乾燥させかつ次いで粉砕させるか
若しくは粉砕乾燥させることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多糖及び／又は多糖誘導体並びに少なくとも一種の合成ポリマーの貯蔵安定
性粒子組成物、貯蔵安定性粒子組成物の製造方法及びその建築材料混合物中での使用に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　多糖及び／又は多糖誘導体、特にセルロースエーテルは、多くの用途において、例えば
増粘剤及び保水剤として、並びにまた保護コロイド及び被膜形成剤として使用される。使
用分野は、例えば、建築材料、塗料及び接着剤、化粧品及び医薬品調製物（例えば、練り
歯磨き）、食品及び飲料の製造並びに重合プロセス用の助剤である（レンプの化学辞典　
第２版　ＣＤ－ＲＯＭ　ゲオルグティエメ出版　シュツットガルト／ニューヨーク　１９
９９年［Roempp　Lexikon　Chemie－Version2.0,CD－ROM,Georg Thieme Verlag,Stuttgar
t/NewYork,1999］）。
【０００３】
　セルロースエーテルの製造方法は公知である（ウルマンの工業化学百科事典　化学出版
　ヴァインハイム／ニューヨーク（５．）Ａ５，４６８－４７３頁［Ullmann’s　encycl
opedia of industrial chemistry Verlag. Chemie,Weinheim/NewYork,(5.)A5,468－473］
）。
【０００４】
　多糖及び／又は多糖誘導体、特にセルロースエーテルは、しばしば建築材料混合物、例
えばプラスター、モルタル、薄床用接着剤(thin-bed adhesives)及び充填材の中で、しば
しば合成ポリマーと一緒に使用される。使用されるポリマーの量は、多糖及び／又は多糖
誘導体に対して２５質量％以下である。合成ポリマーは、建築材料混合物において当業者
に知られている種々の特性、例えば加工性に影響を与える。このような合成ポリマーの例
は、例えばＤＥ－Ａ－１００１３５７７号及びＥＰ－Ａ－０５３０７６８号に挙げられて
いるポリアクリルアミドである。
【０００５】
　これらの合成ポリマーは、例えばセルロースエーテルよりも顕著に低い量で完成建築材
料混合物中に存在し、かつ有利には該合成ポリマーを多糖及び／又は多糖誘導体との配合
物として建築材料混合物に添加してよい。先行技術によれば、例えばＤＥ－Ａ－３９１３
５１８号に記載されているように、合成ポリマー、特にポリアクリルアミド及びポリアク
リルアミド誘導体を固体の形態で、粉砕された多糖及び／又は多糖誘導体に添加する。特
に、多糖及び／又は多糖誘導体に対して約０．０１～２５質量％の少量で使用される合成
ポリマー又はポリマー混合物は、それらの建築材料混合物中の低い割合により、かなりの
困難を伴って初めて多糖及び／又は多糖誘導体と別個に添加され、かつ全混合物中で均一
に分布される。
【０００６】
　合成ポリマーを、建築材料混合物に添加する前に粉体の形態の多糖及び／又は多糖誘導
体、特にセルロースエーテルと一緒に混合させて該建築材料混合物に添加することは、幾
つかの欠点を有している：
　多糖及び／又は多糖誘導体と合成ポリマーとが粒径分布又は密度で異なれば、輸送及び
貯蔵並びにまた取扱の間に分離が惹起され、該分離が合成ポリマーの不均一な分布に導く
ことがある。
【０００７】
　さらに所定の条件下では、建築材料混合物中の合成ポリマーの増粘作用の減少が見られ
る。混合物の貯蔵時間が数ヶ月であれば、この結果は特に石膏結合系において惹起される
。多糖及び／又は多糖誘導体、例えばセルロースエーテルが建築材料混合物中に存在する
条件下でその作用を保持するのに対して、合成ポリマーはしばしば、長期間の後に、例え
ば６～１２ヶ月後にその作用を損失する。おそらくこれは、湿分の作用のため合成ポリマ
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ー中の加水分解性の結合が開裂される結果によるものである。また建築材料混合物中に存
在する高いｐＨ及び多価イオン、特にカルシウムイオン及びアルミニウムイオンを考慮に
入れれば、合成ポリマーの作用の損失の原因になるであろう塩基による化学反応又は錯化
反応が考えられる。
【０００８】
　例えば、石膏含有建築材料系におけるポリアクリルアミド及びポリアクリルアミド誘導
体の作用の損失は、例えば長い輸送経路（海上輸送）及び温暖な気候帯において惹起され
るような蒸し暑い条件によって促進される。これらのポリマーの作用の損失が、主鎖分解
、アミド結合の加水分解、陽イオンによるポリアクリルアミド誘導体の錯化、又は他の理
由によるものかどうかは知られていない（マルクス　Ｊ．コールフィールド，グレッグ　
Ｇ．キーオ，デビッド　Ｈ．ソロモン；“ポリアクリルアミドの特性及び分解の幾つかの
態様”化学評論　２００２年　１０２号　３０６７～３０８３頁、［Marcus J.Caulfield
,Greg G.Qiao, and David H.Solomon;“Some Aspects of the Properties and Degradati
on of Polyacrylamides”；Chem.Rev.2002,102,3067－3083］,シュフ　ペン，チ　ウー；
“部分的に加水分解されたポリ（アクリルアミド）／カルシウム（ＩＩ）錯体の形成及び
構造の光散乱研究”高分子　１９９９年，３２号，５８５－５８９頁［Shufu Peng,Chi W
u;“Light Scattering Study of the Formation and Structure of Partially Hydrolyze
d Poly(acrylamide)/Calcium(II)Complexes”；Macromolecules 1999,32,585－589］）。
【０００９】
　前記欠点を有しない、多糖及び／又は多糖誘導体並びに少なくとも一種の合成ポリマー
の組成物が要求されている。
【００１０】
　前記欠点の幾つかを回避する方法が公知である。ＤＥ－Ａ－１００４１３１１号は、添
加剤をセルロースエーテルへ添加するにあたり、メチルヒドロキシエチルセルロースと再
分散されたポリ（ビニル酢酸塩）エチレンコポリマーとを一緒に数時間激しく混練させる
方法を開示している。この方法は、剪断感受性の出発材料が混練によりかなりの粘度の損
失を受けるという欠点を有している。この方法は、従って従来の粉体混合よりも経済的で
はない。比較粉体混合物の場合と同じ最終粘度を有するセルロースエーテルを得るために
、より高価なパルプをセルロースエーテルのポリマー鎖の分解を補うために使用せねばな
らない。
【００１１】
　同様に、加水分解によって離脱しうる基を含む水溶性又は水分散性の合成ポリマーは、
限られた貯蔵安定度の故に大量に又は比較的長期間にわたって水の存在下で貯蔵すること
ができない。
【００１２】
　さらに、例えば＞１０００ｍＰａ・ｓの粘度を有するポリマーの高粘度の溶液又は懸濁
液を高い費用をかけて初めて製造及び輸送でき、従ってかなりの技術的労力を伴って初め
てセルロースエーテルに導入することができる。
【特許文献１】ＤＥ－Ａ－１００１３５７７号
【特許文献２】ＥＰ－Ａ－０５３０７６８号
【特許文献３】ＤＥ－Ａ－３９１３５１８号
【特許文献４】ＤＥ－Ａ－１００４１３１１号
【非特許文献１】レンプの化学辞典　第２版　ＣＤ－ＲＯＭ　ゲオルグティエメ出版　シ
ュツットガルト／ニューヨーク　１９９９年
【非特許文献２】ウルマンの工業化学百科事典　化学出版　ヴァインハイム／ニューヨー
ク（５．）Ａ５，４６８－４７３頁
【非特許文献３】マルクス　Ｊ．コールフィールド，グレッグ　Ｇ．キーオ，デビッド　
Ｈ．ソロモン；ポリアクリルアミドの特性及び分解の幾つかの態様　化学評論　２００２
年　１０２号　３０６７～３０８３頁
【非特許文献４】シュフ　ペン，チ　ウー；部分的に加水分解されたポリ（アクリルアミ
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ド）／カルシウム（ＩＩ）錯体の形成及び構造の光散乱研究　高分子　１９９９年，３２
号，５８５－５８９頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の課題は、非常に広範な応用、例えば建築材料混合物中において使用で
きるような多糖及び／又は多糖誘導体並びに少なくとも一種の合成ポリマーの貯蔵安定性
粒子組成物を提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、まさにこのような今までの貯蔵における慢性的な作用の損失の故に限
られてのみ使用できたにすぎなかったポリマーを首尾よく貯蔵安定的に粒子組成物中に導
入することができる。
【００１５】
　粉体の混合に付随する上記した欠点は、好ましくは固体の形態で使用される合成ポリマ
ーを水で湿った多糖及び／又は多糖誘導体、例えばセルロースエーテルに添加し、かつ引
き続いて場合により水を添加して均質化させることによって回避できる。
【００１６】
　従って本発明は、多糖及び／又は多糖誘導体並びに少なくとも一種の合成ポリマー並び
に場合により他の助剤を含む粒子組成物において、
Ａ）粒子が複数の固相から形成され、
Ｂ）合成ポリマーの固相が多糖及び／又は多糖誘導体の固相中に存在することを特徴とす
る粒子組成物に関する。
【００１７】
　従って、多糖及び／又は多糖誘導体の固相は合成ポリマーの固相を含むため、有利には
例えば更なる添加剤、酸素又は湿分の作用による分離現象の見込みはなく、また合成ポリ
マーの作用の不所望な損失は見込まれない。
【００１８】
　本発明の範囲では、多糖とは、例えばデンプン又はセルロースを意味し、多糖誘導体と
は、誘導体化された、即ち付加的な原子団に共有結合された多糖、例えばデンプンエーテ
ル又はセルロースエーテルを意味する。好ましくは、セルロースエーテルであるべきであ
る。特に好ましいセルロースエーテルは、沸騰水中で不溶のセルロースエーテル、特にメ
チルヒドロキシエチルセルロースである。
【００１９】
　合成ポリマーとして、好ましくは加水分解性基、例えばエステル基、アミド基、ウレタ
ン基を有する化合物が使用される。
【００２０】
　特に好ましくは、ポリアクリルアミド又はポリアクリルアミド誘導体が使用される。例
えば、約１×１０６～１０×１０６ｇ／モルの平均分子量を有する、部分的に鹸化された
ポリアクリルアミド、並びにアクリルアミド及びアルカリ金属アクリル酸塩のコポリマー
を使用できる。
【００２１】
　慣例上、本発明の粒子組成物は、乾燥した多糖及び／又は多糖誘導体に対して０．０１
～２５質量％、好ましくは０．１～１０質量％、特に好ましくは１～６質量％の合成ポリ
マーを含む。
【００２２】
　合成ポリマーを、好ましくは、例えば粉体、薄片、粗粒又は顆粒の形態で、水で湿った
多糖及び／又は多糖誘導体に混合させる。混合を慣例上、１００℃未満の温度で実施し、
水中で熱凝集点を有する多糖及び／又は多糖誘導体を使用する場合には、特に凝集点未満
の温度で実施する。好適な混合装置を、連続式で又は回分式で動かしてよい。
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【００２３】
　好ましくは、多糖及び／又は多糖誘導体は水で湿った濾塊の形態で存在している。しか
しながら原則として、他の溶剤及び溶剤混合物と一緒に混合された多糖及び／又は多糖誘
導体、例えばセルロースエーテルは、有機溶剤又は溶剤混合物を用いて精製した場合に使
用できる。例えば、エチルアルコールと水との混合物を用いて精製されたヒドロキシエチ
ルセルロースを使用することもできる。
【００２４】
　水中で熱凝集点を有するセルロースエーテルを使用する場合には、有利には水で湿った
濾塊を利用する。合成ポリマーの添加前の多糖及び／又は多糖誘導体の含水率は、３０～
８０質量％、好ましくは５０～７０質量％であるべきである。これに、場合により濾過後
に水を添加せねばならない。
【００２５】
　多糖及び／又は多糖誘導体並びに合成ポリマーの混合物を、混合後に均質化装置に供給
し、かつ場合により均質化前又は均質化の間に水と一緒に混合させる。好適な均質化装置
は、ＤＥ－Ａ－１０００９４１１号の４頁、２６～５４行に規定されている。好ましくは
、組成物が均質化される連続的な装置である。特に好ましくは、スクリュープレス又は押
出プレスという用語により公知の装置、及びまたスクリューポンプである。多くの場合、
混合物を、前端部に多孔板が設けられた単軸スクリュー又は２軸スクリュー（例えば、肉
挽機）内で均質化させれば十分である。
【００２６】
　課題を解決するためには、装置の操作が連続式であるか回分式であるかは重要ではない
。場合により、この工程段階前、工程段階後又は工程段階の間に、他の合成ポリマー、助
剤又は改質剤を、全塊状物に対して５０質量％以下の量、しかし好ましくは約１０質量％
以下の副次的な量で添加してよい。
【００２７】
　均質化の間に、多糖及び／又は多糖誘導体並びに合成ポリマーの組成物の質量部につき
２質量部以下、好ましくは１．５質量部以下、特に好ましくは１～１．５質量部の水を添
加する。
【００２８】
　このように生成された塊状物を、乾燥及び粉砕させる。好ましくは、その生成物を粉砕
乾燥させる。生成された多糖及び／又は多糖誘導体並びに合成ポリマーの塊状物は、一般
的に自重のため易流動的な稠性を有していない。しかしながらその塊状物は、それを手で
変形できるほど十分に可塑性であるべきである。
【００２９】
　規定のバンド幅内で最も有利な稠性は、顕著にセルロースエーテル及び合成ポリマー並
びにまた含水率及び粉砕プロセスに依存する。各々の場合における最適な調整を、実験に
よって決定せねばならない。
【００３０】
　例えば、水中で熱凝集点を有するセルロースエーテルを使用し、かつ引き続いてスクリ
ーンを有さない高速回転気流衝撃式粉砕機内で粉砕させる場合には、例えばＤＥ－Ａ－１
０００９４０９号に記載されているように、均質化された塊状物の含水率を全混合物に対
して５０～８０質量％、好ましくは６５～７８質量％に調整する。しかしながら含水率は
、合成ポリマーの量と組成との相関関係により変化することがあり、該含水率を合成ポリ
マーを有する多糖及び／又は多糖誘導体の各粒子組成物について好適な実験によって決定
せねばならない。
【００３１】
　場合により、粉砕後に固体及び／又は液体の形態の更なる添加剤を本発明の組成物に添
加してよい。
【００３２】
　粉砕後に得られ、かつ少なくとも一種の多糖及び／又は多糖誘導体並びに合成ポリマー
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を含む粒子組成物の場合には、合成ポリマーは多糖及び／又は多糖誘導体中に分布され、
かつこれにより周囲の影響、例えば湿分、建築材料混合物中の増加したｐＨ、又は酸素か
ら保護される。
【００３３】
　本発明の粒子組成物の更なる利点は、建築材料混合物中での合成ポリマーの不均一な濃
度及び分配が回避されることである。これにより、粉体のコンパウンディングの場合に惹
起されうるような最終製品中での不均質性の生成が回避される。さらに、これにより合成
ポリマーを互いに異なる微粉度で貯蔵しなくてすむ。粒子組成物の貯蔵及び取扱の間の分
離現象は見込まれない。
【００３４】
　さらに本発明は、上記した粒子組成物を製造するにあたり、
Ａ）好ましくは３０～８０質量％の含水率を有する水で湿った多糖及び／又は多糖誘導体
に、一種以上の水溶性又は水分散性の合成ポリマーを未溶解の形態で、乾燥したセルロー
スエーテルに対して０．０１～２５質量％の全量で添加し、場合により他の助剤を添加し
、かつ
Ｂ）この混合物を、好ましくは連続的に作業される均質化装置内で加工し塊状物を形成さ
せ、場合により水をこの工程段階で添加し、かつ
Ｃ）生じた塊状物を粉砕、そして乾燥させるか又は先ず乾燥させかつ次いで粉砕させるか
若しくは粉砕乾燥させる方法に関する。
【００３５】
　ポリマーの溶液、懸濁液又は分散液の貯蔵及び輸送を、本方法において省略してよい。
本方法は、水との接触時間が短いため、特に水溶性又は水分散性の合成ポリマーに好適で
ある。本方法は、特に加水分解性の結合を含む水溶性又は水分散性の合成ポリマー、例え
ばポリアクリルアミド及びポリアクリルアミド誘導体を導入するのに有利である。
【００３６】
　さらに本発明は、上記した粒子組成物の建築材料混合物、例えばプラスター、充填材、
薄床用接着剤及びモルタルの混合物中における増粘剤としての使用に関する。
【実施例】
【００３７】
　ＤＳメチル及びＭＳヒドロキシエチルの値を、ツァイゼル法によって測定した。
【００３８】
　報告される粘度測定を、ＨａａｋｅＲＶ１００型の回転粘度計システムＭ５００、ＭＶ
測定装置を使用して、２．５５ｓ－１の剪断速度で実施した。特に記載がない限り、溶液
は２質量％のセルロースエーテルを水中に含む。
【００３９】
　パーセントは、特に記載がない限り質量パーセントである。
【００４０】
　篩分け曲線を決定するため、セルロースエーテルをＤＩＮ４１８８の篩分け機を使用し
て選別した。
【００４１】
　実施例１
　市販の従来の横軸式ミキサ（Ｄｒａｉｓ社製）内において、水で湿ったＭＨＥＣ（３５
ｋｇ；ＤＳメチル１．８６；ＭＳヒドロキシエチル０．２７；含水率５６質量％）とアク
リルアミド及びアクリル酸塩のコポリマー（０．９２ｋｇ；ポリアクリルアミドА；アク
リル酸塩含有率２０～４０モル％）とを一緒に混合させた。次いで、水を混合させながら
７２～７３質量％の含水率になるまで添加する。
【００４２】
　生じた塊状物を、垂直混合軸を有する攪拌槽に導入する。混合軸の攪拌羽根は、槽底上
に搭載されている多孔スクリーンが設けられている流出用スクリューの方向にプレス作用
が達成されるように配置されている。槽壁には、塊状物が一緒に回転するのを防ぐ流動邪
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魔板(flow spoilers)が備えられている。粉砕用材料を多孔スクリーンを通してプレスし
かつ収容し、かつこうして均質化された粉砕用材料を再度攪拌槽中に満たす。
【００４３】
　次いで、粉砕用材料を攪拌槽から流出用スクリューを介して市販の従来の高速回転気流
衝撃式粉砕機に移送し、かつ高温ガス混合物によって生成物を乾燥させるのと同時に粉砕
させる。生成物を粉砕機に後接続されたサイクロンを介して分離させ、かつ振動篩によっ
て＞３１５μｍの粗分級物を除いた後に回収する。
【００４４】
　比較目的のため、同様な水で湿ったＭＨＥＣを、ポリアクリルアミドを添加することな
く７２～７３質量％の含水率になるまで湿らせ、かつ本発明の組成物と同様に粉砕及び乾
燥させる。
【００４５】
【表１】

1１０５℃、４時間後の乾燥減量
　実施例２
　実施例１に記載したように、水で湿ったＭＨＥＣ（４８ｋｇ；ＤＳメチル１．５５；Ｍ
Ｓヒドロキシエチル０．２７）とポリアクリルアミドА（０．９３ｋｇ）とを一緒に混合
させる。ポリアクリルアミドА添加後の含水率は、全乾燥塊状物に対して７０質量％であ
った。更なる実験構成においては、約５～１０モル％のアクリル酸塩含有率を有するアク
リルアミド及びアクリル酸塩のコポリマー（ポリアクリルアミドＢ）を使用する。引き続
いて塊状物を、実施例１に記載したように攪拌槽中に満たし、かつ均質化及び粉砕させる
。
【００４６】
　比較目的のため、同様な水で湿ったＭＨＥＣを、合成ポリマーを添加することなく７０
質量％の含水率になるまで湿らせ、かつ本発明の組成物と同様に粉砕及び乾燥させる。
【００４７】

【表２】

【００４８】
　各々１キログラムの、粒子組成物２及び粒子組成物３の各々の均質化されたゲルを、粉
砕前に攪拌槽から取出し、空気循環式の乾燥戸棚中で５５℃で乾燥させ、かつ０．５ｍｍ
のスクリーンを備える実験用スクリーンミル（Ａｌｐｉｎｅ社製）内で粉砕させる。
【００４９】
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【表３】

【００５０】
　実施例３
　４．８質量％のポリアクリルアミドＢと一緒に混合された、水で湿ったＭＨＥＣ（ＤＳ

メチル１．５５；ＭＳヒドロキシエチル０．２６；含水率５８質量％）を、連続的に２軸
スクリューに供給する。生成物流を１８～２０ｋｇ／時間に調整する。２軸スクリューは
６０ｍｍのスクリュー直径及び１２００ｍｍのスクリュー長さを有している。８～９ｌ／
時間の水を、スクリューの胴の穿孔を通して添加する。
【００５１】
　このように生成された混合物は、直径約１ｃｍの穿孔を有する多孔板を通過し、かつ単
軸スクリューに供給される。このスクリューは、生成物を更なる多孔スクリーンを介して
市販の従来のスクリーンを有さない高速回転気流衝撃式粉砕機に供給し、該生成物を該粉
砕機内で高温ガス混合物によって乾燥させるのと同時に粉砕させる。
【００５２】
　更なる実験においては上記したような手順に従うが、その際ポリアクリルアミドАを使
用してかつ５ｌ／時間の水を計量供給する点で異なる。
【００５３】
　比較例においては、ポリアクリルアミドを使用しない。
【００５４】

【表４】

【００５５】
　実施例４
　前記実施例からの水で湿ったＭＨＥＣ（ＤＳメチル１．５５；ＭＳヒドロキシエチル０
．２６；含水率５９．４質量％）と、乾燥したＭＨＥＣに対して１０質量％のポリアクリ
ルアミドАとを一緒に、Ｗｅｒｎｅｒ＆Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ社製のＺ字型羽根を装備す
る実験用混練機ＵＫ４－ＩＩＩ１型内で混合させる。次いで、塊状物を７０．５質量％の
含水率になるまで湿らせ、かつ６０分間混練させる。生成物を空気循環式の乾燥戸棚中で
５５℃で乾燥させ、かつ０．５ｍｍのスクリーンを装備する実験用スクリーンミル（Ａｌ
ｐｉｎｅ社製）内で粉砕させる。
【００５６】
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【表５】

【００５７】
　実施例５（方法の比較）
　本発明による方法：
　水で湿ったＭＨＥＣ（ＤＳメチル１．５７；ＭＳヒドロキシエチル０．２５；含水率６
３質量％）を連続的に２軸スクリューに供給する。生成物流を１８～２０ｋｇ／時間に調
整する。２軸スクリューは、６０ｍｍのスクリュー直径及び１２００ｍｍのスクリュー長
さを有している。約１４ｋｇ／時間の水を、スクリューの胴の穿孔を通して添加する。
【００５８】
　このように生成された混合物は、直径約１ｃｍの穿孔を有する多孔板を通過し、かつ単
軸スクリューに供給される。このスクリューは、生成物を更なる多孔板を介して市販の従
来のスクリーンを有さない高速回転気流衝撃式粉砕機に供給し、該生成物を該粉砕機内で
高温ガス混合物によって乾燥させるのと同時に粉砕させる。
【００５９】
　従来技術との比較：
　更なる比較例においては、水に溶解されたポリアクリルアミドＡをＭＨＥＣに添加する
。水中のポリアクリルアミドＡの１５質量％濃度の粘性溶液を、スクリューのシェルの穿
孔を通して１５ｋｇ／時間で添加する。このために、歯車ポンプを使用することが必要で
ある。粉砕機内の激しい流れの変動のため、粉砕を実施できなかった。生成された塊状物
は明らかに不均一であり、かつ溶解されたポリアクリルアミド及び実質的に不変のセルロ
ースエーテルから構成されていた。
【００６０】
　実施例６
　比較例においては、前記実施例からの、混練されていない水で湿ったＭＨＥＣ出発材料
をポリアクリルアミドを添加することなく加工した。このために、出発材料を更なる加工
を行うことなく直ちに空気循環式の乾燥戸棚中で５５℃で乾燥させ、かつ０．５ｍｍのス
クリーンを装備する実験用スクリーンミル（Ａｌｐｉｎｅ社製）内で粉砕させた。
【００６１】
　出発材料の更なる試料を、上記したように実験用混練機内で７０．５質量％の含水率に
なるまで湿らせ、かつ６０分間混練させた。次いで、試料を前記実施例と同様に乾燥及び
粉砕させた。
【００６２】
　混練によって生成された生成物の粘度は、同様に乾燥及び粉砕された混練されていない
出発材料と比較して顕著に低下する。同様の結果が、ポリアクリルアミドＡを混練する場
合に見られる。
【００６３】
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【表６】

【００６４】
　貯蔵安定度試験
　実施例１に記載されたメチルヒドロキシエチルセルロース（比較例１）を、実施例１で
使用したポリアクリルアミドＡの４．６質量％と一緒に激しく乾式で混合させた（比較混
合物１）。
【００６５】
　これらの混合物を本発明の粒子組成物１と比較した。混合物及び本発明の粒子組成物の
、それらの貯蔵安定度に関する実地試験を、使用に即した石膏充填材系で実施した。
【００６６】
　このために、本発明の粒子組成物１又は比較混合物１（０．５質量％）を、すぐに使用
できる石膏混合物に乾式で混合させた。貯蔵安定度を試験するために、石膏充填材の基礎
混合物と添加剤との乾燥混合物の一部分を、１０日間にわたりポリエチレン袋中に気密密
封して４０℃で乾燥戸棚内に貯蔵し、かつ別部分を参照材料としてＤＩＮＥＮ１２０４に
規定されているような標準雰囲気において、気密密封していないポリエチレン袋内で貯蔵
した。
【００６７】
　石膏充填材材料を手撹拌試験によって評価し、その際、撹拌された石膏充填材の増粘度
及び安定度を評価した。このために、乾燥した材料を相当量の補給水と一緒に混合させ（
水／固体の率０．５８）、かつ手撹拌し（撹拌時間６０秒）、その際、充填材材料の最初
の評価を実施した。１０分の停止時間の後に、石膏充填材を再度撹拌し、再度評価した。
評価基準を石膏充填材の増粘度及び安定度とした。標準的貯蔵からの参照材料を増粘度及
び安定度に関してそれぞれ１００％で評価し、これに相応して高温で貯蔵された試料の減
少した増粘度及び安定度を１００％未満の点数で査定した。ポリアクリルアミドの増粘作
用の完全な損失は、８０％の値をもたらした。
【００６８】
　第１表及び第２表は、従来の粉体の混合物について活性の顕著な損失が見られるべき臨
界的な貯蔵条件下であっても本発明の粒子組成物を使用すれば貯蔵安定度が意想外に増大
することを示す。
【００６９】
　第１表
【００７０】
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【表７】

【００７１】
　第２表
【００７２】

【表８】
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【００７３】
　試験結果は、カルシウム含有建築材料系における粉状のメチルヒドロキシエチルセルロ
ースへのポリアクリルアミドの粉体の混合物の使用について、３日間の貯蔵後ですら、増
粘作用の実質的に完全な損失を示す。対照的に本発明の粒子組成物は、石膏充填材系にお
いて１０日間の貯蔵後でも、保持された増粘作用を示す。
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